
経

　

済

　

産

　

業

　

省

２０１８０６１５製局第４号

平 成

　

３

　

０ 年 ６

　

月

　

２

　

２

　

日

一般社団法人日本ジュエリー協会

　

会長

　

殿

経済産業省製造産業局長

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

　

上記の件について、 警察庁刑事局組織犯罪対策部長から平成３０年６月１５

日付け警察庁丙組組企発第１３６号、 警察庁警備局長から平成３０年６月１５

日付け警察庁丙備企発第１５４号をもって別添のとおり要請がありましたので

お知らせします。

　

警察庁によると、 当該要請の趣旨は、 外務大臣が平成３０年６月１５日付け
外務省告示第２１３号により、 国家公安委員会委員長が平成３０年６月１５日

付け国家公安委員会告示第２８号によりタリバーン関係者等のリストの改正

（Ｂｆｉ表） を行ったところ、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 （平成１９
年法律第２２号。 以下、 犯罪収益移転防止法） 第８条に基づく疑わしい取引の
届出義務を徹底されたいというものです。

　

工 ＳＩＬ及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも
留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、 犯

罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。

　

なお、 最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、 タリバーン関係者等との一定の取

引について、 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国
が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法

律第１２４号） 等の規定が遵守されるよう、 貴会会員に対し一層の周知徹底を
お願いいたします。
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ａ
ｌ
－
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ

（ｈ ）
ｊ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｔ

Ｆ
ａ
ｔ
ａ
ｈ

　　　　

ａ
ｌ
－
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ
（ｉ）

Ｊ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｔ

Ｆ
ａ
ｔ
ｅ
ｈ

Ａ
１
‐
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ

（ｊ ）
Ｆ
ａ
ｔ
ａ
ｈ

ａ
ｌ
－
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ

　　　　

（ｋ）
Ｆ
ａ ｔ

ｅ ｈ
ａ
ｌ
‐
ｓ
ｈ
ａ
ｍ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ

（１）
Ｃ
ｏ
ｎ
ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
ｔ

ｏ
ｆ

ｔ
ｈ
ｅ

Ｌ
ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ

　　　　

（ｍ ）
Ｔ ｈ

ｅ
Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ

ｆ
ｏ
ｒ

ｔ
ｈ
ｅ

Ｌ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

ｏ
ｆ

ａ
ｌ

ｓ
ｈ
ａ
ｍ

（ｎ ）
Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ

ｆ
ｏ
ｒ

　　　　　　　　

ｔ
ｈ
ｅ

Ｃ
ｏ
ｎ
ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
ｔ

ｏ
ｆ

Ｓ
ｙ
ｒ
ｉ
ａ
／
ｔ
ｈ
ｅ

Ｌ
ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ

（。 ）
Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ

ｆ
ｏ
ｒ

ｔ
ｈ
ｅ



；
Ｈ
ａ
ｙ
’

ａ
ｔ

Ｔ
ａ
ｈ
ｒ
ｉ
ｒ

ａ
ｌ
‐
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ
；

Ｈ
ａ
ｙ
’

ｅ
ｔ

Ｔ
ａ
ｈ
ｒ
ｉ
ｒ

ａ
ｌ
‐
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ
；

Ｈ
ａ
ｙ
ａ
ｔ

Ｔ
ａ
ｈ
ｒ
ｉ
ｒ

　

ａ
ｌ
－
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ
；

Ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｍ
ｂ
ｌ
ｙ

　

ｆ
ｏ
ｒ

　

ｔ
ｈ
ｅ

　

Ｌ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

　

ｏ
ｆ

　

Ｓ
ｙ
ｒ
ｉ
ａ
；

Ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｍ
ｂ
ｌ
ｙ

ｆ
ｏ
ｒ

ｔ
ｈ
ｅ

Ｌ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

ｏ
ｆ

ｔ
ｈ
ｅ

Ｌ
ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ
；

Ｌ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

ｏ
ｆ

ａ
１
一
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ
Ｃ
ｏｎｍｎ ｉ

ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
；
Ｌ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｏ
ｆ
ｔ
ｈ
ｅ

Ｌ
ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ

０
ｒ
ｇ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

Ｔ
ａ
ｈ
ｒ
ｉ
ｒ

ａ
ｌ
－
ｓ
ｈ
ａ
ｍ
；

Ｔ
ａ
ｈ
ｒ
ｉ
ｒ

ａ
ｌ
－
ｓ
ｈ
ａ
ｍ

Ｈ
ａ
ｙ フ

　

ａ
ｔ ）

（ ｂ ）
も

書
凪
げ

（ｔ
ｈ
ｅ

Ｖ
ｉ
ｃ
ｔ
ｏ
ｒ
ｙ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ
；

Ｊ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｔ

ａ
ｌ
－
Ｎ
ｕ
ｓ
ｒ
ａ
ｈ
；

Ｊ
ａ
ｂ
ｈ
ｅ
ｔ

ａ
ｌ
－
Ｎ
ｕ
ｓ
ｒ
ａ
；

Ａ
Ｉ
－
Ｎ
ｕ
ｓ
ｒ
ａ
ｈ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ
；

Ａ
１
－
Ｎ
ｕ
ｓ
ｒ
ａ

Ｆｒｏ ｎ ｔ ）
（ｃ

お
し温

で
争
え｛冬一÷

（Ｊａ ｂ
ｈａ ｔ

Ｆ
ａ
ｔ
ｈ

ａ
ｌ

ｓ
ｈ
ａ
ｍ
；

Ｊ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｔ

Ｆ
ａ
ｔ
ｈ

ａ
ｌ
‐
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ
；

Ｊ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｔ

Ｆ
ａ
ｔ
ａ
ｈ

ａ
ｌ
‐
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ
；

Ｊ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｔ

Ｆ
ａ
ｔ
ｅ
ｈ

Ａ
１
‐
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ
；

Ｆ
ａ
ｔ
ａ
ｈ

ａ
ｌ
‐
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ
；

Ｆ
ａ
ｔ
ｅ
ｈ

ａ
ｌ
－
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ ）

（ｄ）
Ｃ
ｏ
ｎ
ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
ｔ

ｏ
ｆ

ｔ
ｈ
ｅ

Ｌ
ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ

（ｅ ）
Ｔ
ｈ
ｅ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ

ｆ
ｏ
ｒ

ｔ
ｈ
ｅ

Ｌ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

ｏ
ｆ

ａ
ｌ

ｓ
ｈ
ａ
ｍ

（ｆ ）
Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ

ｆ
ｏ
ｒ

ｔ
ｈ
ｅ

Ｃ
ｏ
ｎ
ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
ｔ

ｏ
ｆ

ｓ
ｙ
ｒ
ｉ
ａ
／
ｔ
ｈ
ｅ
Ｌ
ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ

（ｇ ）
Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ
ｆ
ｏ
ｒ
ｔ
ｈ
ｅ
Ｌ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｏ
ｆ
ｔ
ｈ
ｅ

Ｌ
ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ

（ｈ ）
Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ

ｆ
ｏ
ｒ

ｔ
ｈ
ｅ

Ｃ
ｏ
ｎ
ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
ｔ

ｏ
ｆ

Ｓ
ｙ
ｒ
ｉ
ａ

（ｉ）
凄
凌

キ
ー －

　

Ｊ
Ｌ
ｄ
ｌ

　

ａ

　

ｓ
山

（Ａ
ｎ
ｓ
ａ
ｒ

　

ａ
ｌ
‐
Ｍ
ｕ
ｊ
ａ
ｈ
ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
ｎ

　

Ｎ
ｅ
ｔ
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ

‐

ｓ
ｕ
ｂ
‐
ｕ
ｎ
ｉ
ｔ

ｎ
ａ ｍ ｅ ）

（ｊ ）
キ
ー １

ｏ
ｂ
」

‐
Ａ

ｐ
嵐
！

　

ｊ
凌

←

　

ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ｎ
ｅ

Ｍ
ｕ
ｊ
ａ
ｈ
ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
ｎ

ｏ
ｎ
ｔ
ｈ
ｅ

Ｂ
ａ
ｔ
ｔ
ｌ
ｅ
ｆ
ｉ
ｅ
ｌ
ｄ
ｓ

ｏ
ｆ

Ｊ
ｉ
ｈ
ａ
ｄ

－
ｓ
ｕ
ｂ
－
ｕ
ｎ
ｉ
ｔ

ｎ
ａ
ｍ
ｅ ）

）

旧
称
：
不
明

所
在

地
：

◎
シ
リ

ア
・
ア
ラ

ブ
共
和

国
（
活
動

地
）

（ｂ ）
イ

ラ
ク

（
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
あ

り
）

国
連
制

裁
委
員

会
に
よ
る
指

定
日

：
２

０
１

４
年

５
月

１
４
日

（
２

０

１
７

年
６
月

７
日
及

び
２

０
１

８
年

６
月

５
敵
こ
改
訂
）

そ
の

他
の

情
報

：
ア

ル
・

カ
ー

イ
ダ

（
１

６
６
．

に
指

定
し
た
団

体
）

と
連

携
し
て
い
る
。

ア
ル
・
カ

ー
イ

ダ
の
外
国
人

工
作
員

と
共

に
、

シ

Ｌ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

ｏ
ｆ

ｔ
ｈ
ｅ

Ｌ
ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ

（ｐ ）
Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ

ｆ
ｏ
ｒ

ｔ
ｈ
ｅ

Ｃ
ｏ
ｎ
ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
ｔ

ｏ
ｆ

Ｓ
ｙ
ｒ
ｉ
ａ

（ｑ ）
Ａ
ｎ
ｓ
ａ
ｒ

ａ
ｌ
－
Ｍ
ｕ
ｊ
ａ
ｈ
ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
ｎ

Ｎ
ｅ
ｔ
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ

‐
ｓ
ｕ
ｂ
‐
ｕ
ｎ
ｉ
ｔ

ｎ
ａ
ｍ
ｅ
（ｒ ）

Ｌ
ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ｎ
ｅ

Ｍ
ｕ
ｊ
ａ
ｈ
ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
ｎ

ｏ
ｎ

ｔ
ｈ
ｅ

Ｂ
ａ
ｔ
ｔ
ｌ
ｅ
ｆ
ｉ
ｅ
ｌ
ｄ
ｓ

　

ｏ
ｆ

Ｊ
ｉ
ｈ
ａ
ｄ

‐

ｓ
ｕ
ｂ
‐
ｕ
ｎ
ｉ
ｔ

ｎ
ａ
ｍ
ｅ ）

旧
称
：

不
明

所
在

地
：

◎
シ
リ

ア
・

ア
ラ

ブ
共
和
国

（
活
動

地
）

（ ｂ）
イ

ラ
ク

（

支
援
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク

あ
り
）

国
連
制
裁

委
員

会
に
よ
る

指
定
日
：
２

０
１

４
年

５
月

１
４
日

（
２

０

１
７

年
６
月

７
日

に
改
訂
）

そ
の

他
の

情
報

：
ア

ル
・

カ
ー

イ
ダ

（
１

６
６
．

に
指

定
し
た
団

体
）

と
連
携

し
て
い
る
。

ア
ル
・
カ

ー
イ

ダ
の
外
国
人
工
作
員
と

共
に
，

シ

リ
ア
・
ア
ラ

ブ
共
和

国
の

地
元
の

分
隊
に
加

わ
り
，

テ
ロ
活
動

や
ゲ
リ

ラ
活

動
を

行
う

た
め

に
，

シ
リ

ア
人

や
外

国
の

イ
ラ

ク
の

ア
ル

・
カ

ー

イ
ダ

（
４

５
３
．

に
指

定
し

た
団

体
）

及
び

ア
ス

バ
ト
・

ア
ル

ア
ン

サ

ル
（
１

７
２
．

に
指
定

し
た
団

体
）
の
戦
闘
員

を
引
き

寄
せ
た
。

イ
ラ
ク

の
ア

ル
・

カ
ー

イ
ダ

（
４

５
３
．

に
指

定
し
た
団

体
）

と
し
て

掲
載

の

イ
ラ

ク
・

レ
バ

ン
ト

の
イ

ス
ラ

ム
国
，

及
び

そ
の

指
導

者
で

あ
る
，

イ

ブ
ラ

ヒ
ー

ム
．

ア
ツ

ワ
ー

ド
・
イ

ブ
ラ

ヒ
ー

ム
・

ア
リ

ー
・

ア
ル

・
バ

ド
リ

ー
・

ア
ル

・
サ

マ
ッ

ラ
イ

（
６

０
０
‐

に
指
定

し
た
個

人
）
と
連
携

し
て

い
た

が
，

２
０

１
３

年
に

連
携

を
解

消
し

た
。

２
０

１
６

年
７
月

に
は
，

レ
バ

ン
ト
の

人
々

の
た

め
の

ア
ル

・
ヌ

ス
ラ

戦
線

（
６

４
４
．

に
指

定
し

た
団

体
）

の
指

導
者

で
あ

る
，

ア
ブ

・
モ

ハ
ン
メ

ド
・

ア
ル

・
ジ

ャ
ウ

ラ
ニ
（
６

３
７
．

に
指

定
し
た
個

人
）
は
，

同
団

体
が
そ
の
名



リ
ア

・
ア

ラ
ブ
共
和

国
の
地
元
の

分
隊
に
加

わ
り
、

テ
ロ

活
動

や
ゲ
リ

ラ
活

動
を

行
う

た
め

に
、

シ
リ

ア
人

や
外

国
の
イ

ラ
ク

の
ア

ル
・

カ
ー

イ
ダ

（
４

５
３
．

に
指

定
し

た
団

体
）

及
び

ア
ス

バ
ト

・
ア

ル
ア

ン
サ

ル
（
１

７
２
．

に
指

定
し
た
団

体
）
の

戦
闘
員

を
引

き
寄
せ

た
。

イ
ラ
ク

の
ア

ル
・

カ
ー

イ
ダ

（
４

５
３
．

に
指

定
し
た
団

体
）

と
し
て
リ
ス

ト

に
掲

載
さ

れ
て

い
る

ｌｓ
ｕ

（
い

わ
ゆ

る
「
イ

ス
ラ

ム
国
」

）
、

及
び

そ

の
指

導
者

で
あ

る
、

イ
ブ

ラ
ヒ

ー
ム

・
ア

ッ
ワ

ー
ド
・

イ
ブ

ラ
ヒ

ー
ム

・
ア

リ
ー

・
ア

ル
・

バ
ド
リ

ー
・

ア
ル

・
サ

マ
ッ

ラ
イ

（
６

０
０
．

に
指

定
し
た
個

人
）
と
連

携
し
て
い

た
が
、

２
０
１

３
年
に
連
携

を
解
消

し
た

。
２

０
１

６
年

７
月

に
は
、

レ
バ

ン
ト

の
人

々
の

た
め

の
ア

ル
・

ヌ
ス

ラ
戦

線
の

指
導

者
で

あ
る
、

ア
ブ

・
モ

ハ
ン
メ

ド
・

ア
ル

・
ジ

ャ
ウ

ラ

ニ
（
６

３
７
．

に
指

定
し
た
個

人
）
は
、

同
団

体
が
そ

の
名

称
を

ジ
ャ

ブ

ハ
ト

・
フ

ァ
タ

ハ
・

ア
ル

・
シ

ャ
ー

ム
に

変
更

し
、

も
は

や
い

か
な

る

外
部
団

体
と

も
関
係

し
て

い
な
い
と
表
明

し
た
。

当
該
表
明

及
び
同

団

体
が

自
ら

を
し

バ
ン

ト
の

人
々

の
た

め
の

ア
ル

・
ヌ

ス
ラ

戦
線

か
ら

区

別
し

よ
う

と
試

み
て

い
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

依
然

と
し

て
ア

ル
・

カ

ー
イ

ダ
と
連

携
し
て
お
り
、

こ
の

新
た

な
団

体
名

の
も

と
で
テ
ロ

活
動

の
実
行

を
継
続

し
て
い
る
。

２
０

１
７

年
１

月
に

は
、

ア
ル

・
ヌ

ス
ラ

戦
線

は
シ
リ
ア

騒
乱

に
お

け
る

そ
の
立
場

を
向
上

し
、

シ
リ

ア
に
お

け

る
ア

ル
・

カ
ー
イ

ダ
の

支
部

と
し

て
の

そ
の

目
的

を
追

求
す

る
た

め
の

手
段

と
し

て
、

ハ
イ

ア
ト

・
タ

ハ
リ

ー
ル

・
ア

ル
・

シ
ャ

ー
ム

（Ｈ
ＴＳ

）
を
創

設
し
た
。

２
０

１
３

年
５
月

３
０

日
か

ら
２

０
１

４
年

５
月

１

３
日

ま
で

は
、

イ
ラ

ク
の

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
（
４

５
３
．

に
指

定
し

た

称
を

ジ
ャ

ブ
ハ

ッ
ト
・

フ
ァ

タ
フ

・
ア

ル
・

シ
ャ

ム
に

変
更

し
，

も
は

や
い

か
な
る
外
部
団

体
と
も
関
係

し
て

い
な
い
と
表
明

し
た
。

当
該
表

明
及

び
同

団
体

が
自

ら
を

し
バ

ン
ト

の
人

々
の

た
め

の
ア

ル
・
ヌ

ス
ラ

戦
線

か
ら

区
別

し
よ
う
と
試

み
て

い
る

に
も

か
か

わ
ら
ず
，

依
然
と

し

て
ア
ル
・
カ

ー
イ

ダ
と
連

携
し
て
お
り
，

こ
の
新
た
な
団

体
名

の
も
と

で
テ

ロ
活
動

の
実
行

を
継

続
し
て

い
る
。

２
０

１
３

年
５
月

３
０

日
か

ら
２

０
１

４
年

５
月

１
３

日
ま

で
は
，

イ
ラ

ク
の

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
（

４
５
３
．

に
指

定
し
た
団

体
）

の
別
名

と
し
て
掲
載
さ

れ
て

い
た
。



団
体
）

の
別
名

と
し
て
掲

載
さ
れ
て
い
た
。

同
団

体
に
対
す

る
イ

ン
タ

ー
ポ
ー
ル

（
国
際
刑
事
警
察
機
構
）

・
国
連
安
全
保
障
理
事
会
特
別
手

配
書

の
ウ

ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗｖ～′ｗ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
／
ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
／
ｕ
ｎ
ｅ
／
５
７
９
０
８
２
２

６
４

５
．

～
７

６
３
．

［
同
左
］

６
４

５
．

～
７

６
３
．

［
略
］



○
圏

搬
名

琳
縁

凹
く
鴎
ロー

細
川

十
中

　

糸
Ｓ

冬
印

圏
趣
～ト

ロ
Ｋ
‐ Ｌ

魁
ぐ

≦
′

　

名
巡

拘
纂

裂
静

轡
〕

様
怒

灸
檎

襲
Ｓ

′
回

議
働
くロ

琳
研

墜
廼

敷
静

嫌

兆
縄
紙

日
加
一く

＋
￥

中
靴

弾
講

挑
杖

溝
灸

圏
後

餅
選

ヤ
回

避
Ｌ ト

ロ
Ｋ

↓
Ｓ

霊
糧

Ｓ
抵

撰
欝

魁
誕

ヤ
婁
蚕
地
廻

拠
（
肝

後
日

十
一く

貼
拠

壁
紙

に
日

十
目

黄
）

紙
１１ １

※
紙

”
轡

Ｓ
悪

投
建

増
で

豹
′

　

糸
Ｓ
ＡＪ

異
ぬ

率
１柊

や
ｏ

　　

許
後
Ｉ Ｈ

十
貼
→く

ＩＲ
Ｉ
Ｉ

十
日

ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　

回
搬

冬
鞘

綱
唖

嫌
縁

凪
岨

　

ミ
曇

柊
く

岳

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号
Ｑ
Ｅ
－
６
１

（
レ

バ
ン

ト
の

人
々

の
た

め
の

ア
ル

・
ヌ

ス
ラ

戦
線

（Ａ
Ｌ
‐
Ｎ
Ｕ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｈ

Ｆ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
Ｔ

Ｆ
Ｏ
Ｒ

Ｔ
Ｈ

Ｅ
Ｐ
Ｅ
Ｏ
Ｐ
Ｌ
Ｅ

Ｏ
Ｆ

Ｔ
Ｈ
Ｅ

Ｌ
Ｅ
Ｖ
Ａ
Ｎ
Ｔ ）

）

１

　

変
更

前

　　

名
称

　

し
バ

ン
ト

の
人

々
の

た
め

の
ア

ル
・

ヌ
ス

ラ
戦

線
（
Ａ
Ｌ
‐
Ｎ
Ｕ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｈ

Ｆ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
Ｔ

Ｆ
Ｏ
Ｒ

Ｔ
Ｈ
Ｅ

Ｐ
Ｅ
Ｏ
Ｐ
Ｌ
Ｅ

Ｏ
Ｆ

Ｔ
Ｈ
Ｅ

Ｌ
Ｅ

　

Ｖ
Ａ
Ｎ
Ｔ ）

　　

別
名

　

（ａ ）
ザ

・
ビ

ク
ト

リ
ー

戦
線

（
ｔ
ｈ
ｅ

Ｖ
ｉ
ｃ
ｔ
ｏ
ｒ
ｙ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ
）

　

（ｂ
）

ジ
ャ

ブ
ハ

ッ
ト

・
ア

ル
・

ヌ
ス

ラ
（
Ｊ
ａ
ｂ
ｈ
ａ

　

ｔ

　

ａ
ｌ
－
Ｎ
ｕ
ｓ
ｒ
ａ
ｈ
）

　

（
ｃ
）

ジ
ャ

ブ
ヘ

ッ
ト

・
ア

ル
・

ヌ
ス

ラ
（
Ｊ
ａ
ｂ
ｈ
ｅ
ｔ

　

ａ
ｌ
‐
Ｎ
ｕ
ｓ
ｒ
ａ
）

　

（
ｄ
）

ア
ル

・
ヌ

ス
ラ

戦
線

（
Ａ
１

　

‐
Ｎ
ｕ
ｓ
ｒ
ａ
ｈ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ
）

　

（
ｅ
）

ア
ル

・
ヌ

ス
ラ

戦
線

（
Ａ
１
‐
Ｎ
ｕ
ｓ
ｒ
ａ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ
）

　

（
ｆ ）

ジ
ャ

ブ
ハ

ッ
ト

・
フ

ァ
タ

フ
・

ア
ル

　

・
シ

ャ
ム

（
Ｊ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｔ

Ｆ
ａ
ｔ
ｈ

ａ
ｌ

　

ｓ
ｈ
ａ
ｍ
）

　

（
ｇ
）

ジ
ャ

ブ
ハ

ッ
ト

・
フ

ァ
タ

フ
・

ア
ル

・
シ

ャ
ム

（
Ｊ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｔ

Ｆ
ａ
ｔ
ｈ

ａ
ｌ

　

－
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ
）

　

（
ｈ
）

ジ
ャ

ブ
ハ

ッ
ト

・
フ

ァ
タ

ハ
・
ア
ル

・
シ

ャ
ム

（
Ｊ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｔ

　

Ｆ
ａ
ｔ
ａ
ｈ

　

ａ
ｌ
‐
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ
）

　

（
ｉ
）

ジ
ャ

ブ
ハ

ッ

　

ト
・

フ
ァ

テ
フ

・
ア

ル
・

シ
ャ

ム
（
Ｊ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｔ

　

Ｆ
ａ
ｔ
ｅ
ｈ

Ａ
Ｉ
－
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ
）

　

（
ｊ
）

フ
ァ

タ
ハ

・
ア

ル
・

シ
ャ

ム
戦

線
（
Ｆ
ａ
ｔ
ａ
ｈ



ａ
ｌ
－
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ
）

　

（
ｋ
）

フ
ァ

テ
フ

・
ア

ル
・

シ
ャ

ム
戦

線
（
Ｆ
ａ
ｔ
ｅ
ｈ

　

ａ
ｌ
‐
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ
）

　

（
１
）
し

バ
ン

ト
征
服

戦
線

（
Ｃ
ｏ
ｎ
ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
ｔ
▲
ｏ
ｆ

　

ｔ
ｈ
ｅ

Ｌ
ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ

　

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ
）

　

（
ｍ
）

ア
ル

・
シ

ャ
ム

解
放

戦
線

（
Ｔ
ｈ
ｅ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ

ｆ
ｏ
ｒ

　

ｔ
ｈ
ｅ

　

Ｌ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ

ｉ
ｏ
ｎ

ｏ
ｆ

ａ
ｌ

　

ｓ
ｈ
ａ
ｍ
）

（ｎ ）
シ

リ
ア
／
し

バ
ン
ト
征

服
戦

線
（
Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ

ｆ
ｏ
ｒ

ｔ
ｈ
ｅ

Ｃ
ｏ
ｎ
ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
ｔ

　

ｏ
ｆ

Ｓ
ｙ
ｒ
ｉ
ａ
／
ｔ
ｈ
ｅ

Ｌ
ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ
）

　

（ｏ ）
し

バ
ン

ト
解

放
戦

線
（
Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ

　

ｆ
ｏ
ｒ

ｔ
ｈ
ｅ

Ｌ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

ｏ
ｆ

ｔ
ｈ
ｅ

Ｌ
ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ
）

　

（ｐ
）

シ
リ

ア
征

服
戦

線
（
Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ

ｔ

　

ｆ
ｏ
ｒ

　

ｔ
ｈ
ｅ

　

Ｃ
ｏ
ｎ
ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
ｔ

　

ｏ
ｆ

　

Ｓ
ｙ
ｒ
ｉ
ａ
）

　

（
ｑ
）

ア
ン

サ
ル

・
ア

ル
・

ム
ジ

ャ
ヒ

デ
ィ

ン
・

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
‐
下

部
部

隊

英
語
名

（
Ａ

ｎ
ｓ

ａ
ｒ

ａ
ｌ
‐
Ｍ
ｕ
ｊ
ａ
ｈ
ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
ｎ

Ｎ
ｅ
ｔ
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ

－

　

ｓ
ｕ
ｂ
－
ｕ
ｎ
ｉ
ｔ

ｎ
ａ
ｍ
ｅ ）

　

（ｒ
）

ジ
ハ

ー
ド

の
戦

場
に

お
け

る
し

バ
ン

ト

の
ム

ジ
ャ

ヒ
デ

ィ
ン
－
下

部
部

隊
英

語
名

（
Ｌ
ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ｎ
ｅ

Ｍ
ｕ
ｊ
ａ
ｈ
ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
ｎ

　

ｏ
ｎ

ｔ
ｈ
ｅ

Ｂ
ａ
ｔ
ｔ
ｌ
ｅ
ｆ
ｉ
ｅ
ｌ
ｄ
ｓ

　

ｏ
ｆ

Ｊ
ｉ
ｈ
ａ
ｄ

－

　

ｓ
ｕ
ｂ

－
ｕ
ｎ
ｉ
ｔ

　

ｎ
ａ
ｍ
ｅ
）

　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
１
４
年

５
月

１
４
日

（２
０
１
７
年

６
月

７
日

に
改

訂
）

　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
（
Ｑ
Ｅ
－

１
）

と
連

携
し

て
い

る
。

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
の

外
国

人
工

作
員

と
共

に
、

シ
リ

ア
・

ア
ラ

ブ
共

和
国

の
地

元
の

分
隊

に
加

わ
り
、

テ
ロ

活
動

や
ゲ

リ
ラ

活
動

を
行

う
た

め

に
、

シ
リ

ア
人

や
外

国
の

イ
ラ

ク
の

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
（Ｑ

Ｅ
－
４
８）

及
び

ア
ス

バ
ト

・
ア

ル
ア

ン
サ

ル
（
Ｑ
Ｅ
－

７
）

の
戦

闘
員

を
引

き
寄

せ
た
。

イ
ラ

ク
の

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
（
Ｑ
Ｅ
－
４
８ ）

と
し

て
掲

載
の

イ
ラ

ク
・

レ
バ

ン
ト

の
イ

ス

ラ
ム

国
、

及
び

そ
の

指
導

者
で

あ
る
、

イ
ブ

ラ
ヒ

ー
ム

・
ア

ッ
ワ

ー
ド

・
イ

ブ
ラ

ヒ
ー

ム
・

ア
リ

ー
・

ア
ル

・
バ

ド

リ
ー

・
ア

ル
・

サ
マ

ッ
ラ

イ
（Ｑ

エ
ー
１
７
３ ）

と
連

携
し

て
い

た
が
、

２
０
１
３
年

に
連

携
を

解
消

し
た
。

２
０
１
６
年

７
月

に

は
、

レ
バ

ン
ト

の
人

々
の

た
め

の
ア

ル
・

ヌ
ス

ラ
戦

線
（
Ｑ
Ｅ
－

６
１ ）

の
指

導
者

で
あ

る
、

ア
ブ

・
モ

ハ
ン

メ
ド

・
ア



ル
・

ジ
ャ

ウ
ラ

ニ
（
Ｑ
Ｉ
－

１
９
０
）

は
、

同
団

体
が

そ
の

名
称

を
ジ

ャ
ブ

ハ
ッ

ト
・

フ
ァ

タ
フ

・
ア

ル
・

シ
ャ

ム
に

変

更
し
、

も
は

や
い

か
な

る
外

部
団

体
と

も
関

係
し

て
い

な
い

と
表

明
し

た
。

当
該

表
明

及
び

同
団

体
が

自
ら

を
し

バ

ン
ト

の
人

々
の

た
め

の
ア

ル
・

ヌ
ス

ラ
戦

線
か

ら
区

別
し

よ
う

と
試

み
て

い
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

依
然

と
し

て
ア

ル
・

カ
ー

イ
ダ

と
連

携
し

て
お

り
、

こ
の

新
た

な
団

体
名

の
も

と
で

テ
ロ

活
動

の
実

行
を

継
続

し
て

い
る
。

２
０
１
３
年

　

５
月

３
０
日

か
ら
２
０
１
４
年

５
月

１
３
日

ま
で

は
、

イ
ラ

ク
の

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
（Ｑ

Ｅ
－
４
８ ）

の
別

名
と

し
て

掲
載

さ
れ

て

い
た
。

２

　

変
更

後

　

名
称

　

し
バ

ン
ト

の
人

々
の

た
め

の
ア

ル
・

ヌ
ス

ラ
戦

線
（
Ａ
Ｌ
‐
Ｎ
Ｕ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｈ

Ｆ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
Ｔ

Ｆ
Ｏ
Ｒ

Ｔ
Ｈ
Ｅ

Ｐ
Ｅ
Ｏ
Ｐ
Ｌ
Ｅ

Ｏ
Ｆ

Ｔ
Ｈ
Ｅ

Ｌ
Ｅ

Ｖ
Ａ
Ｎ
Ｔ

（
ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ

午
嵐
－
山
ｙ

リ
ー

キ
キ
）
）

　

別
名

　

（
ａ
）

ハ
イ

ア
ト

・
タ

ハ
リ

ー
ル

・
ア

ル
・

シ
ヤ

ー
ム

（
Ｈ
Ｔ
Ｓ
）

（
ハ

イ
ア

ト
・

タ
ハ

リ
ー

ル
・

ア
ル

・
シ

ヤ

　

ー
ム

；
ハ

イ
ア

ト
・

タ
ハ

リ
ー

ル
・

ア
ル

・
シ

ャ
ー

ム
；

ハ
イ

ア
ト

・
タ

ハ
リ

ー
ノ
レ

・
ア

ル
・

シ
ヤ

ー
ム

；
シ

リ
ア

解
放

委
員

会
；

レ
バ

ン
ト

解
放

委
員

会
；

シ
ャ

ー
ム

解
放

委
員

会
；

レ
バ

ン
ト

解
放

組
織

タ
ハ

リ
ー

ル
・

ア
ル

・
シ

　

ヤ
ー

ム
；

タ
ハ

リ
ー

ル
・

ア
ル

・
シ

ャ
ー

ム
・

ハ
イ

ア
ト
）

（
Ｈ
ａ
ｙ

　

ａ
ｔ

　

Ｔ
ａ
ｈ
ｒ
ｉ
ｒ

ａ
ｌ
－
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ

（
Ｈ
Ｔ
Ｓ
）

（
（
ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ

　　

ｃ
ｒｉ

ｐ
ｔ

：
Ｐ Ｌ一巡ー

れ
こ
も姿 ）

；
日
ａ
ｙ
’

ａ
ｔ

　

Ｔ
ａ
ｈ
ｒ
ｉ
ｒ

　

ａ
１
一
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ
；

日
ａ
ｙ
’

ｅ
ｔ

　

Ｔ
ａ
ｈ
ｒ
ｉ
ｒ

ａ
１
一
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ
；

Ｈ
ａ
ｙ
ａ
ｔ

　

Ｔ
ａ
ｈ
ｒ
ｉ
ｒ

　

ａ
１
一
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ
；

Ａ

　

ｓ
ｓ
ｅ
ｍ
ｂ
ｌ
ｙ

　

ｆ
ｏ
ｒ

　

ｔ
ｈ
ｅ

　

Ｌ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

　

ｏ
ｆ

　

Ｓ
ｙ
ｒ
ｉ
ａ
；

Ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｍ
ｂ
ｌ
ｙ

　

ｆ
ｏ
ｒ

　

ｔ
ｈ
ｅ

　

Ｌ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

　

ｏ
ｆ

　

ｔ
ｈ
ｅ

　

Ｌ
ｅ
ｖ

ａ
ｎ
ｔ
；

Ｌ
ｉ
ｂ

ｅ
ｒ

ａｔ
ｉ

　

ｏ
ｎ

　

ｏ
ｆ

　

ａ ｌ
－Ｓ

ｈ
ａ
ｍ

　

Ｃ
ｏ
ｍ
ｍ ｉ

ｓ
ｓｉ

ｏ
ｎ
；

Ｌ
ｉ
ｂ

ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

　

ｏ
ｆ

　

ｔ
ｈ
ｅ

　

Ｌ
ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ

　

ｏ
ｒ
ｇ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

　

Ｔ
ａ
ｈ
ｒ
ｉ
ｒ

　

ａ
ｌ
－
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ
；

Ｔ
ａ
ｈ
ｒ
ｉ
ｒ

　

ａ



１
－
ｓ
ｈ
ａ
ｍ

Ｈ
ａ
ｙ
’

ａ
ｔ ）

）

　

（ ｂ
）

ザ
・

ビ
ク

ト
リ

ー
戦

線
；

ジ
ャ

ブ
ハ

ト
・

ア
ル

・
ヌ

ス
ラ

；
ジ

ャ
ブ

ヘ
ト

・
ア

ル
・

ヌ

ス
ラ

；
ア

ル
．

ヌ
ス

ラ
戦

線
；

ア
ル

・
ヌ

ス
ラ

戦
線

（も
′
一

馬
善

（
ｔ
ｈ
ｅ

Ｖ
ｉ
ｃ
ｔ
ｏ
ｒ
ｙ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ
；

Ｊ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｔ

　

ａ
ｌ
－
Ｎ
ｕ
ｓ
ｒ
ａ
ｈ
；

Ｊ

ａ
ｂ
ｈ
ｅ
ｔ

　

ａ
ｌ
‐
Ｎ
ｕ
ｓ
ｒ
ａ
；

Ａ
１
‐
Ｎ
ｕ
ｓ
ｒ
ａ
ｈ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ
；

Ａ
１
‐
Ｎ
ｕ
ｓ
ｒ
ａ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ
）
）

　

（
ｃ
）

ジ
ャ

ブ
ハ

ト
・

フ
ァ

タ
ハ

・
ア

ル
・

シ
ヤ

ー
ム

；
ジ

ャ
ブ

ハ
ト

・
フ

ァ
タ

ハ
・

ア
ノ
レ

・
シ

ャ
ー

ム
；

ジ
ャ

ブ
ハ

ト
・

フ
ァ

タ
ハ

・
ア
ノ
レ

・
シ

ャ
ー

ム
；

ジ
ャ

ブ

ハ
ト

・
フ

ァ
テ

ハ
・

ア
ル

・
シ

ャ
ー

ム
；

フ
ァ

タ
ハ

・
ア

ル
・

シ
ャ

ー
ム

戦
線
；

フ
ァ

テ
ハ

・
ア

ル
・

シ
ャ

ー
ム

戦

線

　

扇
－
逆

竪
÷

（
Ｊ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｔ

Ｆ
ａ
ｔ
ｈ

ａ
ｌ

　

ｓ
ｈ
ａ
ｍ
；

Ｊ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｔ

Ｆ
ａ
ｔ
ｈ

ａ
ｌ

ｈ
ａ
ｍ
；

Ｊ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｔ

Ｆ
ａ
ｔ
ａ
ｈ

ａ
ｌ
‐
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ
；

Ｊ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｔ

Ｆ
ａ
ｔ
ｅ

ｈ
Ａ
１
‐
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ
；

Ｆ
ａ
ｔ
ａ
ｈ

ａ
ｌ
‐
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ
；

Ｆ
ａ
ｔ
ｅ
ｈ

ａ
ｌ
‐
Ｓ
ｈ
ａ
ｍ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ
）
）

　

（
ｄ
）

し
バ

ン
ト

征
服

戦
線

（
Ｃ
ｏ
ｎ
ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
ｔ

　

ｏ
ｆ

ｔ
ｈ
ｅ

Ｌ
ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ
）

（ｅ ）
ア

ル
・
シ
ャ

ー
ム

解
放

戦
線

（
Ｔ
ｈ
ｅ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ

　

ｆ
ｏ
ｒ

ｔ
ｈ
ｅ

Ｌ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

ｏ
ｆ

ａ
ｌ

　

ｓ
ｈ
ａ
ｍ
）

　

（
ｆ
）

シ
リ

ア
／

し
バ

ン
ト

征
服

戦
線

（
Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ

　

ｆ
ｏ
ｒ

　

ｔ
ｈ
ｅ

　

Ｃ
ｏ
ｎ
ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
ｔ

　

ｏ
ｆ

Ｓ
ｙ
ｒ
ｉ
ａ
／
ｔ
ｈ
ｅ

　

Ｌ
ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ
）

　

（
ｇ
）

し
バ

ン
ト

解
放
戦
線

（
Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ

　

ｆ
ｏ
ｒ

　

ｔ
ｈ
ｅ

Ｌ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

ｏ
ｆ

ｔ
ｈ
ｅ

Ｌ
ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ
）

　

（
ｈ
）

シ
リ

ア
征

服
戦

線
（
Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ

ｆ
ｏ
ｒ

　

ｔ
ｈ
ｅ

　

Ｃ
ｏ
ｎ

ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
ｔ

　

ｏ
ｆ

Ｓ
ｙ
ｒ
ｉ
ａ ）

（ｉ ）
ア

ン
サ

ー
ル

・
ア

ル
・

ム
ジ

ャ
ー

ヒ
デ

ィ
ー

ン
・

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

‐
下

部
部

隊
名

（
Ｊ Ｌ

一
！

聾

α
ぬ

￥
－

（
Ａ
ｎ
ｓ
ａ
ｒ

　

ａ
ｌ
－
Ｍ
ｕ
ｊ
ａ
ｈ
ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
ｎ

Ｎ
ｅ
ｔ
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ

‐
ｓ
ｕ
ｂ
‐
ｕ
ｎ
ｉ
ｔ

　

ｎ
ａ
ｍ
ｅ
）
）

　

（
ｊ
）

ジ
ハ

ー
ド

の
戦

場
に

お
け

る
し

バ
ン

ト

の
ム

ジ
ャ

ー
ヒ

デ
ィ

ー
ン
‐
下

部
部

隊
名

（・ 戦
－ －

ｕ
ｂ
ー

ぞ
嵐

じ
途

←
（
Ｌ
ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ｎ
ｅ

Ｍ
ｕ
ｊ
ａ
ｈ
ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
ｎ

　

ｏ
ｎ

　

ｔ
ｈ
ｅ

Ｂ
ａ
ｔ
ｔ
ｌ
ｅ ｆ

ｉ
ｅｌ

ｄ

ｓ

　

ｏ
ｆ

ｉ
ｉ
ｈ
ａ
ｄ

－

　

ｓ
ｕ
ｂ
‐
ｕ
ｎ
ｉ
ｔ

　

ｎ
ａ
ｍ
ｅ
）
）

　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
１
４
年

５
月

１
４
日

（２
０
１
７
年

６
月

７
日

及
び
２
０
１
８
年

６
月

５
日

に
改

訂
）

　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
（Ｑ

Ｅ
－

１
）

と
連

携
し

て
い

る
。

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
の

外
国



人
工

作
員

と
共

に
、

シ
リ

ア
・

ア
ラ

ブ
共

和
国

の
地

元
の

分
隊

に
加

わ
り
、

テ
ロ

活
動

や
ゲ

リ
ラ

活
動

を
行

う
た

め

に
、

シ
リ

ア
人

や
外

国
の

イ
ラ

ク
の

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
（
Ｑ
Ｅ
－

４
８
）

及
び

ア
ス

バ
ト

・
ア

ル
ア

ン
サ

ル
（
Ｑ
Ｅ
－

７
）

の
戦

闘
員

を
引

き
寄

せ
た
。

イ
ラ

ク
の

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
（Ｑ

Ｅ
－
４
８ ）

と
し

て
リ

ス
ト

に
掲

載
さ

れ
て

い
る
Ｉ
Ｓ
乱

（
い

わ
ゆ

る
「
イ

ス
ラ

ム
国
」
）
、

及
び

そ
の

指
導

者
で

あ
る
、

イ
ブ

ラ
ヒ

ー
ム

・
ア

ッ
ワ

ー
ド

・
イ

ブ
ラ

ヒ
ー

ム
・

ア
リ

ー
・

ア
ル

・
バ

ド
リ

ー
・

ア
ル

・
サ

マ
ッ

ラ
イ

（
Ｑ
エ
ー

１
７
３
）

と
連

携
し

て
い

た
が
、

２
０
１
３
年

に
連

携
を

解
消

し
た
。

２
０
１
６
年

７
月

に
は
、

レ
バ

ン
ト

の
人

々
の

た
め

の
ア

ル
・

ヌ
ス

ラ
戦

線
の

指
導

者
で

あ
る
、

ア
ブ

・
モ

ハ
ン

メ
ド

・

ア
ル

・
ジ

ャ
ウ

ラ
ニ

（
Ｑ
エ
ー

１
９
０
）

は
、

同
団

体
が

そ
の

名
称

を
ジ

ャ
ブ

ハ
ト

・
フ

ァ
タ

ハ
・

ア
ル

・
シ

ャ
ー

ム
に

変
更

し
、

も
は

や
い

か
な

る
外

部
団

体
と

も
関

係
し

て
い

な
い

と
表

明
し

た
。

当
該

表
明

及
び

同
団

体
が

自
ら

を
し

バ
ン

ト
の

人
々

の
た

め
の

ア
ル

・
ヌ

ス
ラ

戦
線

か
ら

区
別

し
よ

う
と

試
み

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず
、

依
然

と
し

て

ア
ル

．
カ

ー
イ

ダ
と

連
携

し
て

お
り
、

こ
の

新
た

な
団

体
名

の
も

と
で

テ
ロ

活
動

の
実

行
を

継
続

し
て

い
る
。

２
０
１
７

年
１

月
に

は
、

ア
ル

・
ヌ

ス
ラ

戦
線

は
シ

リ
ア

騒
乱

に
お

け
る

そ
の

立
場

を
向

上
し
、

シ
リ

ア
に

お
け

る
ア

ル
・

カ

ー
イ

ダ
の

支
部

と
し

て
の

そ
の

目
的

を
追

求
す

る
た

め
の

手
段

と
し

て
、

ハ
イ

ア
ト

・
タ

ハ
リ

ー
ル

・
ア

ル
・

シ
ャ

ー
ム

（Ｈ
Ｔ
Ｓ ）

を
創

設
し

た
。

２
０
１
３
年

５
月

３
０
日

か
ら
２
０
１
４
年

５
月

１
３
日

ま
で

は
、

イ
ラ

ク
の

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
（Ｑ

Ｅ
－

４
８
）

　

の
別

名
と

し
て

掲
載

さ
れ

て
い

た
。

同
団

体
に

対
す

る
イ

ン
タ

ー
ポ

ー
ル

（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国
連

安
全

保
障

理
事

会
特

別
手

配
書

の
ウ

ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ．

ｉ
ｎ
ｔ
／

ｍ
／
ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
／
ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
／
ｕ
ｎ
ｅ
／

５
７
９
０
８
２
２



る

　

線

　　　　　　

を

　

百 第

　

百 っ 三 百

　

八

　　

〇

　　

象

ｏ

　

を 次

　　　　

次 五 千 三 た

　

号 六 十 平 外

　　

と 件

付

　

の

　

平

　　

の 十

　

九 十 決

　

に 十 八

　

成 務

　　

な 名

　

し 表 成

　　

よ

　

五 百 三 定 基 七 号 十 省

　　

る ・

た

　

に

　

三

　　

う

　

号 八 号 等 づ 号

　

を

　

三 告

　　

夕

　

・

規

　

よ

　

十

　　

に

　

１ 十

　

８

　

に

　

き

　

、 含 年 示

　　

り

　

国

定 り 年

　　

改 （ 九 （ 基 設 第 む 外 第

　　

バ 際

は

　

、 ふ ｃ

　　　　　　　　　　　　　　

ｌ

　

連

　　　　

ノ・

　　

正

　

ａ

　

号

　　

づ 立 千 関 務 二

　

・ 改 月

　　

す ） １

　

、 き

　

さ

　

九 連 省 百

　　

ン 合

　

当

　

正 十

　　

る

　

に （ 第

　

、 れ 百

　

の 告 十

　　

関 安

該 前 五

　　　

ｏ
定

　

ａ

　

千 同

　

た 八

　

告 示 三

　　

係 全

規 欄

　

日

　　　　

め ） 三 理 各 十 示 第 号

　　

者 保

　

定 及

　　　　　　

ら

　

、 百 事 理 八

　

に

　

三

　　　　

等 陣

全 び

　　　　　

れ 第 九 会 事 号 関 百

　　　　

を

　

理

体 改

　　　　　　

た 二 十 決 会

　

・ し

　

三

　　　　

指 事

を 正

　　　　　

措 千 号 議 委 第

　

・ 十

　　　　

定 会

改 後

　　　　　　

置 二

　

２

　

第 員

　

千

　

国 二

　　　　

す 決

正 欄

　　　　　　

の

　

百

　　

千 会 九

　

際 号

　　　　

る

　

議

　

後

　

に

　　　　　　

対 五

　

ａ

　

二

　

が

　

百 連 及

　　　　

件

　

に

欄 掲

　　　　　

象 十

　

・ 百 平 八

　

合 び

　　　　

の

　

基

　

に

　

げ 外

　　　　

と 三 第 六 成 十 安 平

　　　　

一 づ

　

掲

　

る

　

務

　　　　

な

　

号 千 十 三 九 全 成

　　　　

部 く

　

げ そ

　

大

　　　　

る

　

２

　

九 七 十 号 保 三

　　　　

を

　

資

　

る

　

の

　

臣

　　　　

個 （
百 号 年 及 障 十

　　　　

改 産

　

も 標

　　　　　　

人

　

ａ

　

八

　

４

　

五 び 理 年

　　　　

正
凍

　

の 記
河

　　　　

及 ） 十
（ 月

　

第 事 外

　　　　

す 結

　

の 部 野

　　　　

び 及
八

　

ｂ

　

二

　

二 会 務

　　　　

る

　

等

よ

　

分

　　　　　　

団

　

び
号 ） 十 千 決 省

　　　　

件

　

の

　

う

　

に
大

　　　　

体 第

　

１

　

・ 九

　

二 議 告

　　　　　

措

に 二
郎

　　　　　　

（
第

　

日

　

百 第 示

　　　　　

置

　　　　　

の

　

一

　　　　　　　　　　　　

ａ

　

改 重

　　　　　

一

　

千 ） 千

　

に 五 千 第

　　　　　　

の

　

め 傍

　　　　　

部

　

二

　

・ 三 行 十 二

　

百

　　　　　

対



（
別
表
）

１
．

～
４

１
３
．

［
略
］

４
１

４
‐

ジ
ヤ

メ
ル

・
ル

ニ
ー

シ
ー

（
別

名
：

ジ
ヤ

マ
ー

ル
・

ル
ニ

ー
シ

ー
）

　　　　

Ｄ
Ｊ
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｌ
Ｌ
０ｔ

困
Ｉ
Ｃ
工

（ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ
ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：
婆
ヂ
ヂ

小
今
）

（ａ．
ｋ．

ａ
三

Ｊ
ａ
ｍ
ａ
Ｉ

　　　

Ｌ
ｏ
ｕ
ｎ
ｉ
ｃ
ｉ）

　　　

称
号

：
不

明

　　　

役
職

：
不

明

　　　

生
年
月

日
：

１
９

６
２

年
２
月

１
日

　　　

出
生

地
：
Ａ
Ｉ
ｇ
ｉ
ｅ
ｒ
ｓ，

Ａ
Ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ

　　　

国
籍

：
ア

ル
ジ

ェ
リ

ア

　　　

旅
券

番
号

：
不

明

　　　　

Ｉ
Ｄ

番
号
：

不
明

　　　

住
所

：
ア

ル
ジ

ェ
リ

ア

　　　

国
連

制
裁

委
員

会
に

よ
る

指
定

日
：

２
０

０
４

年
１

月
１

６
日

（
２

０

　　　

０
８

年
４
月

７
日
、

１
２

月
２

日
、

２
０

０
９

年
１
月

３
０

日
、

２
０

　　　

１
１

年
５

月
１

６
日
、

２
０

１
８

年
２
月

１
４

日
及

び
５
月

２
９

日
に

　　　

改
訂
）

そ
の

他
の

情
報

：
父

親
の

名
前

は
Ａ ｂ

ｄｅ ｌｋａ
ｄｅｒ。

母
親

の
名

前
は

Ｄ
ｊ
ｏ
ｈ
ｒ
ａ

Ｂ
ｉ
ｒ
ｏ
ｕ
ｃ
ｈ。

２
０

０
８

年
９
月

に
フ

ラ
ン

ス
か

ら
ア

ル
ジ

ェ
リ

ア
に
戻

り
、

同
国

に
居
住

し
て

い
る
。

国
連

安
全
保

障
理
事
会
決
議

第

１
８

２
２

号
（
２

０
０
８
年
）

に
基
づ
く

見
直

し
は
２

０
１

０
年

７
月

２
７

日
をこ

終
了

し
た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事

（
別

表
）

１
．

～
４

１
３
．

　

［
同

左
］

４
１

４
．

ジ
ヤ

メ
ル

・
ル

ニ
ー

シ
ー

（
別

名
：

ジ
ヤ

マ
ー

ル
・

ル
ニ

ー
シ

ー
）

　　　

Ｄ
Ｊ
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｌ
Ｌ
Ｏ
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
工

（ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ
ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：
…÷

導
引

山
今
）

（ａ‐
ｋ．

ａ．
：
Ｊ
ａ
ｍ
ａ
Ｉ

　　　

Ｌ
ｏ
ｕ
ｎ
ｉ
ｃ
ｉ）

　　　

称
号

：
不

明

　　　

役
職

：
不

明

　　　

生
年
月

日
：

１
９

６
２

年
２
月

１
日

　　　

出
生

地
：
Ａ
Ｉ
ｇ
ｉ
ｅ
ｒ
ｓ，

Ａ
Ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ

　　　

国
籍

：
ア

ル
ジ

ェ
リ

ア

　　　

旅
券

番
号

：
不

明

　　　

Ｉ
Ｄ

番
号
：
不
明

　　　

住
所

：
ア

ル
ジ

ェ
リ

ア

　　　

国
連

制
裁

委
員

会
に

よ
る

指
定

日
：

２
０

０
４

年
１

月
１

６
日

（
２

０

　　　

０
８

年
４

月
７

日
、

１
２
月

２
日
、

２
０

０
９
年
１
月

３
０

日
、

２
０

　　　　

１
１

年
５

月
１

６
日

及
び

２
０

１
８

年
２
月

１
４
日

に
改
訂
）

　　　　

そ
の

他
の

情
報
：
父

親
の

名
前

は
Ａ ｂ

ｄｅ ｌ
ｋａ ｄｅｒ。

母
親

の
名

前
は
Ｊｏ ｈｒ

ａ

　　　　

Ｂ
ｉ
ｒ
ｏ
ｕ
ｈ。

２
０

０
８

年
９
月

に
フ

ラ
ン

ス
か

ら
ア

ル
ジ

ェ
リ

ア
に

戻
り

　　　　

、
同

国
に

居
住

し
て

い
る
。

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第

１
８

２
２

号
（

　　　　

２
０

０
８
年
）

に
基
づ
く

見
直

し
は
２

０
１

０
年

７
月

２
７
日

に
終
了

　　　　

し
た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・

　　　　

国
連
安
全
保

障
理
事
会

特
別

手
配
書

の
ウ
ェ

ブ
・
リ

ン
ク

：




